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○諮問事項 
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（審議経過） 

１ 開 会 

○山根区政情報課長 定刻になりましたの

で、本日はお忙しい中、足立区情報公開・個

人情報保護審議会にご出席いただきまして、

誠にありがとうございます。 

 私は、審議に入るまでの進行を務めさせて

いただきます区政情報課長の山根でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

２ 委員紹介 

○山根区政情報課長 審議会に入ります前

に、委員の方々のご変更がございましたので、

ご紹介させていただきます。 

 区内各種団体代表の足立区民生・児童委員

協議会会長職務代理の石川委員でございま

す。 

○石川委員 石川と申します。よろしくお願

いいたします。 

○山根区政情報課長 よろしくお願いしま

す。 

次に、区議会から選任されました委員の

方々をご紹介させていただきます。 

初めに、吉岡委員でございます。 

○吉岡委員 吉岡です。よろしくお願いしま

す。 

○山根区政情報課長 続きまして、小泉委員

でございます。 

○小泉委員 小泉です。よろしくお願いしま

す。 

○山根区政情報課長 続きまして、岡安委員

でございます。 

○岡安委員 岡安です。よろしくお願いいた

します。 

○山根区政情報課長 ありがとうございま

す。 

また、本審議会の幹事が替わりましたので、

ご紹介させていただきます。 

政策経営部長の岩松でございます。 

○岩松政策経営部長 岩松でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○山根区政情報課長 次に、審議会資料の確

認をさせていただきます。本日の資料でござ

いますが、審議会の式次第、事前に郵送させ

ていただきました第十四期・第３回足立区情

報公開・個人情報保護審議会資料、ピンク色

の表紙のものになります。それから、諮問文

の写しと席次、委員名簿を配付させていただ

いております。 

 資料につきまして以上の５点になります

が、不足の資料がございましたらお知らせい

ただければと存じます。いかがでございま

しょうか。ありがとうございます。 

本日、森崎委員が電車の都合で遅れるとい

うお話を頂いております。今のところ、委員

の定数 16名のうち、14名のご出席をいただ

いております。定足数の過半数を超えており

ますので、審議会は成立ということでござい

ます。 

 それでは、第十四期・第３回足立区情報公

開・個人情報保護審議会を開会いたします。 

 本日は、お手元の次第のとおり、確認事項

が１件、諮問事項が１件、それから報告事項

が２件となっております。 

 再度のご案内で恐縮でございますが、ご発

言をする際に、お手元のマイクのスイッチを

入れてからご発言をいただきますよう、よろ

しくお願いいたします。発言が終わりました

らスイッチを切っていただければと思いま

す。 

 以後の議事進行につきましては、川合会長

にお願いしたいと思います。会長、よろしく

お願いいたします。 

○川合会長 では、ただいまから足立区情報

公開・個人情報保護審議会を開催いたします。 

 まず、本審議会の審議ですが、基本的に公

開により行うこととしたいと思いますが、よ



 

 

 

ろしいでしょうか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○川合会長 ありがとうございます。異議な

しということで、そのように進めさせていた

だきます。 

 

３ 確認事項 

第十四期・第２回足立区情報公開・個人情報

保護審議会要録（案） 

○川合会長 続きまして、会議録の確認にな

ります。 

 第十四期・第２回の情報公開・個人情報保

護審議会要録の確認を行いたいと思います。 

 こちらの要録は、審議会要録（案）という

表題で事前に郵送させていただきました資

料の１ページ～19 ページにつづってござい

ます。この点、何かご質問、ご意見等ござい

ませんでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○川合会長 ありがとうございます。特にご

意等ないということでしたら、こちらの要録

を第十四期・第２回情報公開・個人情報保護

審議会要録とすることにご異議ありません

でしょうか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○川合会長 ありがとうございます。異議な

しということですので、そのように決定させ

ていただきたく思います。 

 

４ 諮問事項 

［諮問第４９２号］足立区情報公開条例並び

に同施行規則の改正及び情報公開制度運用

の手引きの改訂について 

○川合会長 では、諮問事項に入ります。 

資料の 20 ページになります。諮問第 492

号、「足立区情報公開条例並びに同施行規則

の改正及び情報公開制度運用の手引きの改

訂について」でございます。 

では、所管課よりご説明をお願いいたしま

す。 

○山根区政情報課長 改めまして、区政情報

課長の山根でございます。本日は、諮問１件

を出させていただいております。よろしくお

願いいたします。 

 こちらが区政情報係長の三島でございま

す。右手のほうが情報公開担当係長の貴志で

ございます。よろしくお願いいたします。 

それでは、資料をご覧いただければと思い

ます。20 ページの諮問第 492 号をお開きい

ただければと存じます。 

案件の概要でございますが、先ほど会長か

らご紹介していただきましたように、条例の

改正と規則の改正、それから手引きがござい

ます。こちらはマニュアルとして区内の職員

で活用しているものですが、こちらについて

の改訂を行いたいということでございます。 

案件の概要でございます。 

情報公開条例に基づきます開示請求全体

のうち、1,000件ほど開示請求がございます。

そのうち年間半数を占めるのが工事の入札

に係る金額入りの設計書、こちらの開示請求

が 500 件ぐらいを超えているというのが通

年でございます。こちらは、各事業者さんが

入札後に、その情報を知りたいということで

開示請求に参られるということが多くござ

います。 

こちらにつきまして、全部開示で開示をし

ておりますので、これにつきましてはホーム

ページ等で公表していくということを通じ

まして、広く事業者の皆様方に参加していた

だくような形の環境を整えたいと思います。 

こちらにつきまして、今ホームページ上に

そういうコーナーを作成するということで

動いておりまして、12 月ぐらいまでに公表

できるような形で仕立てたいというふうに

考えております。 



 

 

 

それに伴いまして、開示請求をしなくても、

公表して費用もかかりませんし、公表ができ

るタイミングでホームページ上にできます

ので、開示請求の対象にしないという形のも

のを条例の中に明記させていただくという

ものでございます。 

そのほか、規則改正につきましては、開示

請求の資料の様式を整えるということで改

正をさせていただきます。また、手引きの運

用につきましても、条例の改正と規則の改正

に伴いますので、こちらの内容についても、

しっかりと修正をかけていきたいというこ

とでございます。 

項番２の条例の主な改正点の（１）につき

まして、第 20 条については先ほど申し上げ

たとおりでございます。 

また、（２）のところですけれども、条例

第 16 条に、公文書提供システムという項目

を区ではホームページに公開しております。

区の全部の公文書について検索ができるシ

ステムをインターネット上に公表している

ものでございます。それがございますが、こ

ちらについては条例に反映している形では

ありませんでしたので、こちらの検索の手段

も加えるということで明記をしていきたい

というふうに考えております。 

条例の主な改正点の（３）ですけれども、

開示決定に不服がある方々が、もう一度審査

請求という形でする制度がございます。こち

らの規定について、今も記載はして運用して

いるところではございますけれども、一部内

容について足りていないところもあるとい

うことがございましたので、そちらについて

付け加えるという形に改正させていただき

たいと思っております。 

当審議会への諮問としましては、情報公開

制度の運営に関する重要事項の変更に当た

りますため、審議会条例第２条第１項第１号

の規定によりまして、情報公開・個人情報保

護審議会に諮問するという形になっており

ますので、こちらの審議会に諮問するもので

ございます。 

また、諮問の内容に専門的な法令に関する

ものが含まれますので、条例の施行規則第５

条に基づく学識の委員の皆様方で構成され

ます小委員会を設置いたしまして、そちらの

ほうで内容について調査・検討をしていただ

くという形でお願いしたいと思っておりま

す。 

１枚おめくりいただきますと、こちらの改

正の手引きの概要ということで記載をさせ

ていただいております。 

第 20 条につきましては、先ほどご説明さ

せていただいたインターネットの公表の関

係が入っているものでございます。 

第 16 条につきましては、公文書の提供シ

ステムについて、区政情報の検索を行う手段

を一般の利用に供するというので、もう既に

供してはいるのですけれども、改めて明記さ

せていただきたいと存じます。 

第 15 条の１と２と３につきましては、審

査請求に関しての記載になります。 

こちらの第 15 条の柱書きの部分につきま

しては、行政不服審査法がございまして、こ

ちらの読み替えの規定と重複している部分

が条例のところにもございますので、該当の

部分は削除して、行政不服審査法の規定を準

用するというような形の運用になります。 

それから審査会への諮問としましては、審

査会の諮問が不要な場合、それから審査会の

諮問したものの通知について明確にするた

め、こちらの記載を改めるものでございます。 

それから第 15 条の３ですけれども、第三

者の方からの審査請求を棄却する場合にお

ける手続を、改めてこちらについては設ける

というものでございます。今までは、こちら



 

 

 

については設けられていなかったところを

補完していくというものでございます。 

第 12 条につきましても、第三者に対する

意見書提出の機会の付与ということで、情報

開示請求のときに、請求されている方と別の

第三者の方の情報が入っている場合につき

ましては、意見を頂くような形を持ちまして、

それで開示するかどうか決めるという形の

ものですけれども、そちらについての文言の

定義を行うということで規定整備を行って

おります。 

２の足立区情報公開条例施行奇策の改正

につきましては、２枚おめくりいただきます

と、28 ページ以降に資料をつけさせていた

だいております。旧のものと新のものという

形で、グレーに塗っているところを変えてい

るという形の表記でございます。 

電話番号の変更ですとか、例えば 29 ペー

ジの裏面ですけれども、開示の費用について

記載してございます。こちらのところにつき

ましても、申請のときに説明したり、ホーム

ページに掲載したりということは行ってお

りますので、開示請求があったときに、こち

らも印刷してお渡しするのは費用がかさん

でしまうということがございまして、後ろを

白い形にして、情報がない形に整えたいと存

じております。 

続きまして、34 ページをお開きいただけ

ればと思います。情報公開制度運用の手引き

の該当箇所の抜粋版をご用意させていただ

いております。こちらの部分につきましては、

グレーになっているところを修正箇所とし

て直しているというものでございます。 

以上が今回の諮問の内容となります。ご審

議のほど、よろしくお願いいたします。 

○川合会長 ありがとうございました。 

ただいまのご説明につきまして、何か質問

等がありましたらお願いいたします。 

○岡安委員 区議会の岡安です。 

確認も含めてですが、金額入り工事設計書

の公表なのですけれども、これはいわゆる入

札後ということでいいのですね。 

○山根区政情報課長 委員おっしゃるとお

りでございます。 

○岡安委員 そうしますと、入札して落札業

者が決定して速やかになのか、落札業者が契

約した後なのか、そこだけ教えてください。 

○山根区政情報課長 今、委員がおっしゃら

れているとおり、契約が成立した後でないと、

不調になることとか、そういうことで成立し

ていないと、こちらのほうの設計書について

は確定しないということになりますので、公

表というのは契約の後になろうかと思いま

す。 

○岡安委員 すみません、最後に。細かいの

で分かる範囲でいいのですけれども、所管課

のほうの話になっちゃうのか、開示請求して

出てきた設計書が、要するに予算が見積りの

ときに使ったやつなのかどうか。かなり疑義

が残るぐらい一式でまとめたものが多いと

いう話が業界から来ているのですね。その辺

は本当に見積りで使った、変な話、部品まで

きちんと載せて工事金額が入ったものかど

うかというのは、もし分かれば教えてくださ

い。 

○山根区政情報課長 現在、開示請求がされ

ている場合に、請求者の方々から表記されて

いる金額入りの工事設計書という形で所管

が出してきているものがございます。 

ただ、今、委員がおっしゃるとおり、工事

の内容の積算の全部のものが見えているわ

けではないのですが、基本的には細かい部分

についての指定がされているものが前提だ

というふうには聞いております。 

ただ、中には部品の単価ですとか、細かい

そこのところまでを記載しているかどうか



 

 

 

というところになってくると、個別の工事ご

との案件によって変わってくるものかなと

いうふうには考えております。 

○川合会長 では、先に上委員から挙手があ

りましたので、その後に小泉委員にお願いい

たします。 

では、上委員、お願いいたします。 

○上委員 これ自体は非常によいことかな

と思うのですが、参考に教えていただきたい

のですけれども、これをインターネット化す

ることによって、例えば問合せ件数が 100件

あった場合に、どれぐらい負荷が減るといい

ますか、何件ぐらいこういった開示の手続が

なくなるという見積りはいかがでしょうか。 

○山根区政情報課長 ありがとうございま

す。昨年度、令和６年度の実績を後ほどまた

審議会のほうにご報告させていただくよう

な形になっておりますけれども、88 ページ

をご覧いただければと存じます。 

こちらにございます情報公開制度の運用

状況で、令和６年度は 1,031件申請がござい

ました。こちらは窓口に来られる場合とオン

ラインとございます。 

１枚おめくりいただきますと、こちらに部

別の件数を記載しております。施設営繕部と

書いてある部分、それから都市建設部と書い

てある部分、それぞれ 260件、239件とござ

います。こちらが、ほぼ工事の設計書の開示

請求の内容になっております。それが合わさ

りますので大体 500件ほど、半分ぐらいが工

事の開示請求は占めているというものでご

ざいます。ですので、大体半分ぐらいは申請

の手続について、我々の区政情報課が窓口に

なっておりますが、所管のほうも含めますと、

事務処理としては大分少なくなると見込ん

でおります。 

以上でございます。 

○上委員 どうもありがとうございました。 

○川合会長 では、小泉委員、お願いいたし

ます。 

○小泉委員 区議会の小泉でございます。 

先ほど岡安委員からも少しお話がありま

したけれども、入札して価格が決定して契約

後に公開するということなのですけれども、

従来は手数料 500 円かもしれないけれども、

入札に対応した業者は早く知りたいという

ことで、所管のほうへ問合せが結構あって大

変だと思うのですけれども、この辺は契約し

て公開するまでの期間というのは、大体どの

くらいというふうにある程度設定して入札

にかけているのかどうか、まずはその期間の

問題を最初にお聞きしたいと思います。 

○山根区政情報課長 契約事務の件になる

かと思いますけれども、各所管から入札まで

の間というのは、期間としては、すぐに契約

に出してから入札になるというものではご

ざいませんので、ある一定の期間は経た上で、

各事業者さんに参加していただく、応札して

いただくための周知だとかの期間があるか

と思います。ちょっと私も、契約課のところ

でどれぐらい設けるのかは存じ上げていな

いので、申し訳ございません。 

ただ、入札が終わった後に、落札業者さん

と仕様の確認だとか、そういう形をした上で

契約に移りますので、ある一定の期間は確認

事項が通常は契約の入札についてはある形

になります。その契約の取り交わしが終わっ

た後に、先ほどのところについては区政情報

課にもらって、開示請求があるなしにかかわ

らず頂いて、それをインターネット上に公表

していくという手順を今考えているところ

でございます。 

ですので、入札からはお時間を頂戴するよ

うな形になろうかと思うのですが、ただ、今

の開示される時期よりも短い時間でご提供

できるようになろうかとは思っております。 



 

 

 

○小泉委員 そのことについては、一応目標

値ではないけれども、しておいたほうが、ず

るずるいかないでよろしいかと思います。契

約課のほうだと思うのですけれどもね。 

それと、先ほども出ましたけれども、設計

図書というか、一式表記がされているところ、

金額の本当に細かいものも、中には金額の大

きい、解釈の仕方もいろいろ見積りに影響し

てくるようなものまで一式表記してあると

いうことを皆さんから聞くことがあるので

すが、この辺は区の所管のほうにもお伝えし

ていると思うのですが、改善はされていると

いう認識でしょうか。 

○山根区政情報課長 私どものほうでは、開

示請求のときの資料自体が区で決定した資

料になりますので、それについては全部開示

で全部情報は出すのですが、その書きぶりの

ところで、積算の根拠となる資料が、細かく

業者さんが期待されているようなものが

入っているかどうかというところについて

は公開をする所管、先ほどの施設営繕部です

とか都市建設部のほうが、しっかりとそこの

ところを業者さんと対話して、こういうもの

も入れられたほうがいいということには改

善しているかと思いますので、そういうふう

な形を積み上げて資料は精度を上げている

ところだというふうには聞き及んではおり

ます。 

○川合会長 ありがとうございます。 

その他のご質問、ご意見等ございませんで

しょうか。 

では、山口委員、お願いいたします。 

○山口委員 小Ｐ連の山口と申します。ご説

明ありがとうございます。 

 些末な質問で大変恐縮ですけれども、28

ページ～33 ページにある帳票のレイアウト

のところについて２点質問させてください。 

まず１点目。28と 30の区政情報開示請求

書について、提出先を「レ点」で請求される

方が選ぶ欄があるとは思うのですけれども、

今の工事の契約で言うと、どこにレ点をする

のが正解になるのでしょうか。 

○山根区政情報課長 工事に関しましては、

今、区長部局にしか所属がございませんので、

足立区長宛てになります。 

○山口委員 ありがとうございます。 

質問の趣旨というのが、私もいろいろ行政

で申請手続をやるときに、こういう帳票をぺ

らっと渡されて、書き方がよく分からないと

いうのがあって、この「レ点」をあえて分け

る意味があるのかどうかというのが、ちょっ

と分からなかったので質問させていただき

ました。もし統一できるのであれば、一つに

していただいてもいいのかなというふうに

感じております。ありがとうございます。 

２点目ですけれども、これも本当に些末な

所で恐縮なのですが、区政情報開示請求書に

ついては、下のほうに注意書きで、２番、「＊

の欄は記入の必要はありません」。「＊」が何

かというと、その上にある受付場所と上部に

ある整理番号かなと理解しております。 

一方、32ページに行くと、この注意文言が

なくて、ただ右上に整理番号の「＊」はあっ

てということで、帳票の記載が統一されてい

いない。本当に些末なところなのですけれど

も、お役所の文書って、統一感がないなとい

うところで、こういう細かいところなのです

けれども、書きやすいように、分かりやすい

ように整理していただけると大変ありがた

いなと感じているところでございます。 

○山根区政情報課長 ご意見ありがとうご

ざいます。今のところはもっともなご意見だ

と思いますので、こちらの帳票については修

正をさせていただくような形に思っており

ますので、ありがとうございました。 

○川合会長 ありがとうございました。 



 

 

 

その他ご意見、ご質問等ございましたらお

願いをいたします。 

特によろしいでしょうか。ありがとうござ

います。 

では、その他特にご意見ないということで

したら、本件については小委員会で調査・検

討するということでよろしいでしょうか。 

ありがとうございます。異議なしというこ

とかと思いますので、小委員会で調査・検討

を進めていくということとしたく思います。

ありがとうございました。 

 

５ 報告事項 

（１）「足立区個人情報保護評価委員会（Ｐ

ＰＡＣ）」の実施状況の報告 

○川合会長 では、次に報告事項に移ってい

きたいと思います。 

 資料の 76 ページになります。報告事項の

１番目、「足立区個人情報保護評価委員会（Ｐ

ＰＡＣ）の実施状況の報告」でございます。 

引き続き、所管課よりご説明をお願いいた

します。 

○山根区政情報課長 引き続き、区政情報課

からご報告させていただきます。 

個人情報保護評価委員会（ＰＰＡＣ）を開

催しております。こちらにつきましては、区

内の職員並びに専門アドバイザーの方に参

加していただきまして、個人情報にまつわり

ます取扱いの委託をしている案件を中心に、

内部で安全管理措置といいます技術的な部

分ですとか、物理的なものが大丈夫なのかと

いうことについて確認しているものでござ

います。こちらについての報告でございます。 

開催日は、前回の審議会以降、４回開催さ

せていただいています。こちらに開催日が書

いてあるとおり、案件がないときは不開催と

なりますが、毎月開催しております。11回が

３件、12回が２件、１回が１件、７年度の３

回が４件という形で案件がございました。 

具体的な評価の方法につきましては、業務

委託の安全管理シートの内容について評価

をいたしております。安全管理が十分である

かどうか、それから安全管理上、確認が必要

なことについて仕様に盛り込めるかという

ことについても点検し、評価をしております。 

次の 77 ページ以降が評価のシートになっ

ております。いずれも評価はＡ評価というこ

とですが、それぞれ事業の中身としては、コ

メントがついているところについては修正

をした上で契約の仕様に入れていくという

ような形の内容でございます。 

委員の構成は、こちらの４番目に記載のと

おりのメンバーで検討を行っているもので

ございます。 

雑駁ですが、私からは以上でございます。 

○川合会長 ありがとうございました。 

ただいまの説明につきまして、何かご質問

等ありましたらお願いいたします。 

山口委員、お願いします。 

○山口委員 小Ｐ連の山口です。度々失礼い

たします。 

これは単なる興味本位の質問なのですけ

れども、私が働いている業界でも定期的に発

生するものなのですが、委託業務に関して再

委託先の管理。そこで情報漏えいが発生して、

業界全体にぶわーっと派生するというとこ

ろで、そういう事件がありますと、毎回毎回、

委託先の管理のルールもそうですし、再委託

先はどうするかという規定の見直し等々も

やって、いたちごっこにはなってしまうので

すけれども。 

このたび全般的に委託先については恐ら

くきっちりルールを定められているのかな

と思うのですけれども、再委託先について直

近こういうところを見直したという実績が

あればご教示いただければと思います。 



 

 

 

○山根区政情報課長 ありがとうございま

す。今、委員おっしゃるとおり、再委託先に

ついては、委託元が直接的に関与できないと

ころがあるので、なかなかその関与は難しい

ということは区の場合も同様でございます。

また、最近は分社化ですとか、協業だとか、

いろいろ民間法人さんの業態が変わってき

ているものですから、子会社になったから再

委託じゃないということもなく再委託とい

うことになったりとか、そういう形で細かく

見ていかなければならないということは

我々も発注するときに苦慮しております。 

ここがまた難しいところでして、先ほどご

説明させていただきました入札とかがござ

いますので、仕様の中に再委託があるかない

かというのは書けないものですから、再委託

を禁止にしてしまうと、かなり絞られてし

まったり、高い値段になってしまうので、そ

こは書けなかったりする部分が多いので、後

ほど落札したところはどこの会社と再委託

の形をするかということがありますので、所

管が再委託があるときには事前に提出して

いただくようにということと、それから個人

情報を取り扱うときに、契約約款の別紙とい

うところに細かく、こういう再委託のときに

は申請を出してくださいということとかを

明記するような形にして、その後、もう一つ

は実地検査を年に１回行っておりまして、そ

こで再委託先に対してどういうふうな形の

ことを確認されていますかということを委

託先に確認して、我々が発注する委託先と同

じレベルのことを再委託先にも要求すると

いうような形で運用を区のほうでは行って

いるような状況でございます。 

○山口委員 ありがとうございます。 

○川合会長 ありがとうございました。 

その他、ご意見、ご質問等ありましたらお

願いいたします。 

○岡安委員 区議会の岡安です。 

個人情報の審議会も久しぶりなので、今さ

らなのですが、ちょっと教えてもらいたいな

と思いまして。ここを読みますと、業務委託

の安全シートの内容ついて、このＰＰＡＣ評

価シートを用いて点検・確認し、評価すると。

これはちょっとイメージが湧きにくいので

すが、どういうやり方なのか教えていただけ

ますか。 

○山根区政情報課長 雑駁な説明で申し訳

ございませんでした。 

この業務務委託の安全管理シートという

のが、先ほどちらっとご説明させていただき

ました４つの安全管理というのが個人情報

を取り扱うときに法で定められております。

１つが組織的安全管理措置、それから人的安

全管理措置、物理的安全管理措置と技術的安

全管理措置。こちらをどういうふうな形で取

り扱わせるのかについて規定をしっかりと

仕様書の中に明記する。先ほど申し上げまし

た約款別紙というものにも書いてあります

ので、それをつけた上で、さらに委託につい

て必要なことを要求としては書くというも

のになります。 

その書いてある内容につきまして、我々の

評価委員会のところで審議をさせていただ

いて、漏れがないかですとか、この委託では

こういう項目が必要なのではないか、あるい

は、よくあるのが、今ですとインターネット

とかクラウドを使った形で、いろいろなサー

ビスを提供するみたいなことがございます

ので、そのときにネットワーク上の安全管理

措置とか、そういうものについて十分なのか

というのが、各所管ですとなかなか分かりづ

らいところがございますので、こちらのメン

バーですとか、大学の先生方からご助言を頂

いて、そういうところの漏れがないかという

のを確認して評価をするというのが評価



 

 

 

シートという形のものでございます。 

ちょっとイメージが湧きづらくて申し訳

ございませんでした。 

○岡安委員 最後に。そうしますと、77ペー

ジ以降、これはあくまでシート上から読み

取った意見ということでよろしいのですね。 

○山根区政情報課長 シートのほうには書

き込める部分が少ないものがありますので、

こちらに関しては、どちらかというと当日の

意見として出たもの、委員からのご発言の中

をピックアップさせていただいているとい

うような形になっております。 

○川合会長 ありがとうございました。 

その他、ご意見、ご質問等ありましたらお

願いいたします。よろしいでしょうか。 

ありがとうございます。 

では、その他ご質問、ご意見等ないという

ことでしたら、次の報告事項に移りたいと思

います。 

 

（２）令和６年度運用状況の報告 

○川合会長 報告事項の２点目、資料の 88

ページ以下ということになります。 

報告事項（２）「令和６年度運用状況の報

告」についてでございます。 

引き続き、ご説明をお願いいたします。 

○山根区政情報課長 区政情報課の山根で

す。 

令和６年度、昨年度の情報公開制度の運用

状況について、ご報告させていただきます。

資料 88ページでございます。 

申し訳ございません。資料の欄が黒くなっ

てしまいまして、次回以降、ここは明るく印

刷させていただきます。申し訳ございません。 

左側の請求件数をご覧ください。下から２

番目の合計件数 1,031 件というのが昨年度

の区政情報開示請求の件数でございます。下

の令和５年度の実績から比べまして、約 300

件増えているというような形のものでござ

います。 

１枚おめくりいただきますと各部の請求

件数がございます。先ほどもご質問頂きまし

たけれども、多いところにつきましては、上

から４番目の施設営繕部、主に学校の改修で

すとか修繕関係がこちらになります。こちら

の施設営繕部の工事が 260件という形で、昨

年度とほぼ同数の形でございます。 

それから都市建設部、こちらも 239件とい

うことで増えているような状況でございま

す。 

また、下の教育委員会につきましても数は

増えているのですけれども、こちらは工事で

はございませんで、開示請求の資料を請求し

たいというものがこれだけ増えているとい

う形になっております。 

90ページ以降は、1,031件分の開示請求の

内容の一覧ということをつけさせていただ

いているものでございます。 

続きまして、164ページをお開きいただけ

ればと存じます。 

令和６年度の個人情報の開示請求につい

ての運用状況でございます。保有個人情報に

つきましても、左側の下から２番目ですが、

請求件数が 299件ということで、300件弱の

件数でございます。昨年度は 354件でしたの

で、こちらは減っているような形にはなって

おります。 

１枚おめくりいただきますと、部別でどこ

の件数がということが出てまいります。区民

部につきましては、毎年、一番多いところで

ございます。こちらは住民票の交付申請につ

いて、自分の住民票が取られていることはな

いかということで、開示請求をされるという

ものが多数を占めているというような状況

になります。 

それから教育委員会のところでも、教育指



 

 

 

導部に入っておりますけれども、発達支援の

委員会がございまして、子どもの成長記録の

段階で、就学前ですけれども、行動観察とか

を親御さんと一緒に受けられる場合に、その

行動観察の記録について開示請求していた

だきたいということで、こちらについても全

部開示で対応をしているものでございます。 

一覧につきましても、区政情報の開示請求

と同様でございまして、299件分のところが

一覧で記載されておりますので、後ほどご覧

いただければと存じます。 

それから、187 ページをお開きください。

後ろから２枚目になります。 

令和６年度の不服申立て、こちらの制度の

運用についての記録でございます。 

令和６年度につきましては、不服申立ての

件数が７件ございました。いずれも情報公

開・個人情報保護等審査会で審議をされまし

て、答申は済んでいるものでございます。こ

ちらは７件の不服申し立てがあったという

ことでございます。 

また、188ページにつきましては、昨年度

の本審議会の中で諮問状況があったかどう

かの確認でございます。以前は個人情報につ

いての諮問がかなり多かったので、ここの件

数が多かったのですが、今回も含めまして、

諮問事項については情報公開条例のほうの

審議になろうかと思いますので、諮問につき

ましては昨年度はなしということでござい

ます。 

私からは以上でございます。 

○川合会長 ありがとうございました。 

ただいまのご説明につきまして、何かご質

問、ご意見等がございましたらお願いいたし

ます。 

○はたの委員 区議会議員のはたの昭彦と

いいます。 

情報開示の運用に関することなので、ここ

の場でちょっと質問させていただきたいの

ですけれども、足立区の小規模契約希望登録

制度というのがあるのですけれども、各所管

が 130万円以下の工事を発注する場合は、区

内事業者を優先するという関係で、事前に登

録していただいた区内事業者を優先して発

注するという制度があるのですけれども、実

は区内のある組合が、この情報公開制度に基

づいて事業者名の公表を請求したところ、以

前は全部開示されていたのが、事業者名が黒

塗りになって出てきたということで、どうい

うことなんだという問合せを頂きまして調

べたところ、申請書の形式が少し変わりまし

たということで、登録申請書には事業者の所

在地と商号または名称、契約者の役職名と氏

名、電話番号、携帯電話番号とかとあるので

すが、ここに「登録名簿情報公表の可否」と

いう欄が新たにできたということで、「否」

という頃に丸をすると開示されないという

ことなのですね。ただ、情報公開に対しての

可否を事業者に委ねるということがどうな

のだろうと。ましてや区が発注する税金を

使った工事に対して発注を求める事業者が、

事業名と事業者名を公表するのを拒絶する

ということ自体がどうなのか。それによって

何か不利益を得るのかなということが非常

に疑問で、私も話を聞いたときに、それはお

かしいんじゃないかなというふうに思った

のですけれども、これについては皆さんいか

がお考えになるかなと思って。 

○山根区政情報課長 多分、契約課のほうで、

そのような委員のご発言の形で確認をされ

たのかなというふうには思います。 

ただ、区の公開で言えば、確かに文書とし

ては公開をしていくところがあるのですけ

れども、中には、先ほどの小規模の工事の場

合、どういう事業者さんが該当されているの

かというところもあろうかとは思います。例



 

 

 

えば最近、コロナの対策とかで、給付金事業

で事業者さん向けの事業があるのですけれ

ども、そういうところにつきましては、経営

状況に関係してくることがございますので、

企業とすると、給付を受けているという話に

なると、そこは取引ですとか、いろいろな要

素として課題があるという形になるので、そ

こを出すのは勘弁してほしいというところ

もあるということは、産経部とかのほうから

も聞いております。 

ただ、区との契約になりますので、内容に

ついて公表するということのルールについ

ては、契約課のほうで新たに取り入れた話だ

と存じておりますけれども、それに従って今

はやっているというところだと思いますの

で、契約課がどういうふうにそのルールを運

用していく必要があるということになった

のかという経緯についても、私どものほうで

も確認はできていないところでございます

ので、開示請求の在り方のご意見としてあり

ましたので、契約課のほうにも伝えてまいり

たいというふうには考えております。 

○はたの委員 話としては分かるのだけれ

ども、ただ、この小規模工事については、事

業者名まで公表されなかった、黒塗りにされ

たということで言うと、それはちょっと行き

過ぎじゃないかなというふうに思うのと、登

録申請書に「登録名簿情報の公表の可否」と

いう項目をつけるということを認めるとい

うか、オーケーなのだということになると、

ほかの書類というか、申請とか、契約とか全

てに公表の可否、「どうですか」と聞いて「う

ちは拒否します」というと、全てが本人の意

思によって開示できなくなってしまうとい

う懸念があるんじゃないかなと思うのです

ね。確かに今回は小規模契約工事のところで

の話なのだけれども、これが区政全般に広

がっていくと、なるべく全て開示していこう

という方向に対して逆行してしまうんじゃ

ないかという懸念があって、今回この場でお

話しさせていただいたのですけれども、それ

についてはいかがでしょうか。 

○山根区政情報課長 委員おっしゃるとお

りでございまして、区との契約においては、

情報公開の請求の対象になりますよという

ことが、そもそもの契約の対しようとして含

まれているというような形になるというの

は、区と取引をされる事業者につきましては、

そのとおりの考え方だと思います。 

ただ一方で、そこの企業のノウハウですと

か、経営に関する要素とか、どこまでを開示

できるものなのかというのは、プロポーザル

ですとか、そういうときには出てくるかと思

います。単純な契約行為だけで、そういうも

のも含まれないような商取引であれば、今の

ようなお話も必要性がないんじゃないかと

いうことは考えられるかと思います。 

ただ、先ほどの事業さんがどういうふうな

形で希望されるのかというところは、全部の

契約について、そういう形になるものではな

いというふうに思ってはおりますけれども、

所管のところでのルールがございますので、

そこについてなるべく公開ができるように

という働きかけは、区政情報課としてもして

いくような形で思ってはおります。 

○はたの委員 いつまでやってもしようが

ないので最後にしますけれども。ただ、足立

区の発注する工事を請けるのに、区内で看板

を掲げてやっている方が、事業者名まで公表

できないようなところに区が発注をすると

いうこと自体がどうなのだろうというのは、

最後にちょっと申し上げておきたいなと思

います。以上です。 

○川合会長 ありがとうございました。 

その他ご意見、ご質問等お願いいたします。 

○吉岡委員 区議会の吉岡でございます。 



 

 

 

ご存じの方はいらっしゃるかと思います

が、３か月ぐらい前だと思いますが、墨田区

内の産院で出生されたお子さんが、実は親の

取り違えというようなことがございました。

その件について東京都知事のほうから墨田

区に、しっかりとその辺のことを調査しなさ

いというような話が出てきたということが

ニュースで出ておりまして、実はこの方は若

干縁のある方で、個人情報保護法が制定され

た頃ですから 20 年ぐらい前、私が議員にな

りたての頃だったと思いますけれども、相談

を受けて、個人情報保護法が制定されたとい

う理由で、「今までのことに関する情報は一

切出しませんよ」というふうに区のほうから

ご意見を頂いたということなのですが、地道

にその方も活動を続けていて今般の結果に

至った。結論を言いますと、東京都知事のほ

うから墨田区側に「しっかりとその経緯を調

べなさい」というような指示が出て、動き始

めたということなのです。 

その方は墨田区の産院で生まれておりま

すけれども、現在居住しているのは足立区内

です。そういう場合、その方から新たに、66

歳になられると思いますけれども、その方が

生きてきた流れだとか、本当のご両親に結び

つくような情報の手がかりを区が持ってい

るのだとすれば、その辺の情報というのも、

東京都知事の指示があれば動くのか。それと

も、そのことについては個人情報ということ

で一切公開しないのか。その辺はどういうふ

うに考えているのか、直近の状況をお聞かせ

いただきたいと思うのですが。 

○山根区政情報課長 今の吉岡委員の事例

でございますけれども、ご本人がまずは足立

区に対して保有個人情報の開示請求で、今の

お話ですと、出生にまつわる情報で区が持っ

ているものがあれば、それを開示してくれと

いう形の請求があってから動き出しをする

という話に当然なろうかと思います。何もな

いのに動くわけにはまいりませんので、それ

があったときに、例えばですけれども、出生

の関係で戸籍ですとか住民票だとか、そうい

うふうな形がそこにあったときの情報だと

いうことであれば、ご本人の情報ですので、

それを開示すること自体は、別に都から言わ

れる、言われないにかかわらずで、保有個人

情報の開示請求としては粛々とやっていく

ものだと思います。 

ただ、66 歳の方で生まれたときの情報と

いう話になると、かなり古い情報までがどれ

だけ保存されているのかというのが、特にそ

のときに足立区に住んでいないという話に

なると、持っていないということで不存在と

いう結果になることもあるかとは思います。 

ご期待に沿える結果になるかどうか

ちょっと分からないのですが、申請が上がっ

て、そういうものについての調査をするとい

うこと自体は可能かというふうに存じます。 

○吉岡委員 分かりました。 

何が言いたかったというと、私どもの会派

の中では「個人情報保護法ってどうなの？」

という意見も随分出ている中で、本当の親に

会いたいと思うご本人の気持ちも十二分に

分かるわけで、今、課長のご答弁をお聞きす

ると、その時期から比べると、少し緩和とい

うか、少し柔軟性が出てきたのかなというふ

うに感じております。 

ご本人がこれからどういうふうに、本当の

ご両親にお目にかかるかの考え方等々にも

よってくると思うのですけれども、確認です

が、それにつながるような情報としての相談

は受けてくれるよという理解の仕方でよろ

しいですか。 

○山根区政情報課長 区の情報で持ってい

るもの、保有個人情報になるかと思いますけ

れども、そこのご相談については、もちろん



 

 

 

のことながら大丈夫だと思います。 

ただ、難しい事例だとは思います。どう

やって特定をするのかなというのが、取り違

えという話って普通の状態ではないので、そ

れをどう証明されるのかとか、そういう項目

については、お子さん自体だということで、

戸籍とか、そういうところにされているもの

を、どうやってそれが違うというふうになる

のかが、私も複雑な事例なので分かりかねる

ところもありますが、そういうときに逆に事

例がもう少し大きいところでしたら、東京都

とか都道府県のところが持っていらっしゃ

るということがあるのであれば、そういう問

合せをして確認をしていくということはあ

りますけれども、あとは委員がおっしゃると

おり、出せるのか出せないのかの話のところ

は、先ほど申し上げました第三者の方、取り

違えた先の方の人権とか権利のこともある

と思いますので、簡単にすぐに「はい」とい

う形で機械的に出すということではないの

かなというふうには考えるところではござ

います。 

○吉岡委員 そうですよね。今回は都立病院

で起きたことで、恐らく都知事のほうも責任

を持ってしっかりと調査しなさい、協力しな

さいということだと思いますので、それが全

てに該当するとは思っておりませんでした

けれども、いずれにせよそういう実態がある

ので、その辺の在り方についても、足立区の

考え方を持つことができるのであれば、ぜひ

調査・研究していただいて、お困りの方が実

際にあるわけですから、そういう場合にどう

するのということも今後検討していただけ

ると大変ありがたいと思いますので、要望だ

けさせてください。 

○川合会長 ありがとうございました。 

 その他ご意見、ご質問等ございませんで

しょうか。 

特に、その他ご意見、ご質問ないというこ

とでしたら、報告事項は以上になります。 

その他、委員の皆様から何かご意見、ご発

言がありましたらと思いますが、よろしいで

しょうか。 

 

６ 閉 会 

○川合会長 では、これで本日予定の案件は

全て終了ということになります。 

 委員の皆様におかれましては、ご協力をあ

りがとうございました。 

 それでは、事務局より連絡事項等がありま

したらお願いいたします。 

○山根区政情報課長 委員の皆様、貴重なご

意見を誠にありがとうございました。 

 事務局から２点ご連絡がございます。 

 まず、次回、第４回の審議会でございます

けれども、12月 26日（金曜日）14時を予定

しております。また再度ご連絡、ご通知はさ

せていただきますが、よろしくお願いしたい

と存じます。 

２点目ですけれども、地下の駐車場をご利

用された委員の方におかれましては、駐車券

をご用意しておりますので、事務局までお申

し出ください。 

 連絡事項は以上でございます。 

○川合会長 ありがとうございました。 

 その他特段ないようでしたら、本日の審議

会はこれにて閉会とさせていただきたく思

います。 

 本日もご協力いただきましてありがとう

ございました。 

 


